
食と安全―健康食品に飛びつく前に

ある調査では生活習慣病外来の患者さんの3割強の人が健康食品・サプリメントを使用して

おり、そのうちの9割の方が 糖尿病だったとの報告があります（糖尿病診療マスタ－2012、№1、

p46）。テレビ、新聞、雑誌、インタ－ネットなどでは、健康食品やいわゆるサプリメントの

広告をを見ない日がありません。しかし、中にはいかがわしいものもあります。まったく効果

のない健康食品に1千万円以上もつぎ込むなどの経済的被害をこうむったり、健康食品に過度

の期待をするあまり本来の治療を中断したり、適切な食生活を怠ったりと逆に健康を損なって

いる例もあることをご存知ですか？ 今回は、健康食品を話題に取り上げてみました。

広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指すものですが、錠剤やカ

プセルの形態をして、かつ広告が医薬品とまぎらわしいものもあるため、健康食品による被害を防

止する目的で国は、上図のように保健機能食品制度、特別用途食品制度を設け安全性、有効性を確

保することに努めています。許可された安全性の保証された製品を使いましょう。

医薬品：薬事法で規定されているもので、内服、注射や外用で人や動物の疾病の診断や治療、

予防を行うもの（国内で医薬品として譲渡を含め流通させるには、厚生労働大臣による製造販

売承認が必要です）

食品：1.一般食品：野菜、果物、菓子、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識

されるもの
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保健機能食品

特定保健用食品

「トクホ」

栄養機能食品

（ビタミン、ミネラル）

一般食品

（「いわゆる健康食品」

を含む）
医薬品

（医薬部外品を含む）

サプリメント（錠剤、カプセルの形をした健康食品）

特定用途食品
乳幼児用、妊産婦用、

高齢者用、病者用、

アレルギ－用

保健機能食品制度

特別用途食品制度

健康食品とは



2.健康食品：健康増進法の規定に基づき、国（消費者疔が管轄）が特定の機能の表示などを許可

したもの（「保健機能食品」と「特別用途食品」）とそうでないもの（｢いわゆる健康食品｣）に大

別され、「保健機能食品」はさらに「特定保健用食品 」（いわゆる「トクホ」）と「栄養機能食

品」に分類されます。

身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含いて、

「血糖値の気になる方に」「血圧が気になる方に」など、特定の保健の目的が期待できること表示

できる食品です。このような「保健の用途」を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能

を示す有効性や安全性等に関する科学的根拠に関する審査を受け、消費者庁長官の許可を受けるこ

とが必要です。（健康増進法第２６条）許可を受けたものには、下に掲げた許可証票がつけられて

います。

《例》

条件付き特定保健用食品

特定保健用食品のうち、現行の特定保健用食品の許可の際に必要とされる科学的根拠のレベル

には届かないけれども、一定の有効性が確認される食品で限定的な科学的根拠である旨の表示をす

ることを条件として許可対象とされたもの。下に示ような「条件付き特定保健用食品」の許可証票

がつけられます。

乳児、幼児、妊産婦、病者等の発育または健康の保

持もしくは回復の用に供することが適当な旨を医学

的、栄養学的表現 で記載し、かつ用途を限定したものをいいます。用途の表

示には健康増 進法第２６条に基づく国の許可が必要です。許可されたものに

は、下に示 した許可証票がつけられています。

錠剤やカプセルの形態をした健康食品のことをさします。一般に食品と医

薬品との中間的なものと思われていますが、法律的には食品ですので「…に

効く」など効能効果を表示すると薬事法違反となります。民間ですが、財団法人日本健康・ 栄養

食品協会では、現在63品目のサプリメントについて、安全性と品質を確保する目的で細かな規格基

準を設け 基準を満たした商品に「JHFAマーク」（自主認定マーク）の表示を許可しています。

。
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特定機能食品（トクホ）とは

蕃爽麗茶

「食後血糖が

気になる方に」

パインファイバ－

「血糖値が気になる方

に」

特別用途食品とは

サプリメントとは

健康食品に関する許認可マ－ク

特定保健用食品マ－ク 特別用途食品マ－ク ＪＨＦＡ認定マ－ク



健康被害の例
■グルコサミンで血糖コントロ－ルが悪化！：

■ギムネマ茶で低血糖の意識障害：経口血糖降下剤が混入されていた！

■中国で製造されたダイエット食品で肝障害。1人死亡、1人生体肝移植をうけ救命

■強壮・媚薬系の健康食品から医薬品のバイアグラが検出。健康被害の報告はないが注意喚起！

他にも数多く報告されています。国立健康・栄養研究所の健康食品安全性・有効性情報のサイト

（https://hfnet.nih.go.jp/）をご参考になさってください。

だまされないための6か条
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天然素材だか

ら安全？

「天然・自然」が安全の

理由になりません
健康食品で病気

が治る？

病気の人が健康食品を

利用するには危険を伴

うことがあります。

体験談がこん

なにたくさん！

体験談ほどあてにならな
いものはありません。捏

造されていることもあり

ます

「 専 門 家 」
「有名人」が

言っているか

ら安心？

「医学博士」「○○大学
教授」など権威をふりか

ざしている広告ほど疑っ

てみるべきです。

有効成分が入っ

ているので効
果がある製品？

動物実験で効

果を実証？

「成分の有効性」と「製
品の有効性」はまったく

別です。

動物実験を単純に人に当
てはめることはできませ

ん

健康食品を使う前に注意すること

1.その健康食品が本当に必要か購入する前に考えましょう。バランスのよい食事がまず大事！

2.健康食品に関する許認可マ－クの表示が記載された品質や安全性、有効性が確保された製品

を使いましょう

3. 健康食品は、食品として健康維持のために一定の働きは期待できますが、医薬品のように

病気の治療をするものではありません。錠剤やカプセル状であっても、薬とは別物です。あ

くまで食生活における補助的なものと考えてください。

4.アレルギ－に注意してください。「天然・自然」のことばが入っていると「安全」なイメ－

ジがありますが、「ウコン、プロポリス、ロ－ヤルゼリ－」など天然素材のものでもアレル

ギ－の原因となることがあります。

5.薬を飲んでいる人は健康食品を摂らないようにしましょう。健康食品の成分によっては薬の

作用が強まったり、弱まったりすることがあります。どうしても使いたいときは主治医に相

談してください。

6.いくつもの製品を同時に併用しないようにしましょう。
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春のレシピ

3月11日、能登和倉万葉の里マラソンに参加してきました。出
発時は晴れたよい天気でしたが、低気圧の接近で、だんだん冷た

い雨風が強くなってきて心が折れそうになったものの、奇しくも

3.11、東北の被災地の人たちのことを思えば何のことはなし。
「諦めない」という言葉を心の中で繰り返しながら何とかゴ－ル

しました。（谷口 記）

「春疾風 心のよどみ 流れゆく 」（近藤 紀子）

栄養指導室 管理栄養士 山崎 みちる


